
(印刷物等の発行・配布・掲示）

第11条 学生団体又はその構成員が、学内外において印刷物等を発行・配布・掲示しようとするときは、印刷物

等発行・配布・掲示願（様式９）に原稿又は写しを添え、実施日の７日前までに学長に提出し、承認を得るも

のとする。

(印刷物の配布・掲示の指定）

第12条 学内における印刷物等の配布・掲示は、学長が指定した期日及び場所において行うものとする。

２ 指定された期間を経過した掲示物は、代表責任者において直ちに撤去するものとする。

(活動助成）

第13条 本学学生の課外活動について、健全な発展・充実を助長するため課外活動助成を行う。

２ 課外活動に対する助成の取扱いについては、別に定める。

(施設・設備・備品等の使用）

第14条 学生団体又はその構成員は、課外活動として本学の施設・設備・備品等（以下「施設等」という。）を使

用することができるものとする。

２ 施設等の使用にあたっては、別に定めるところによるものとする。

(活動の禁止及び団体の解散）

第15条 学生団体又はその構成員の行為が、本学の秩序を乱しあるいは名誉を著しく傷つけ、若しくはその恐れ

があると認められるときは、学長はその活動を禁止又はその団体の解散を命ずることがある。

２ 第５条に定める届出のない学生団体は、解散したものとみなす。

３ 学生団体が年度の途中で解散するときは、団体解散届（様式10）を学長に提出するものとする。

(雑 則）

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(改 廃）

第17条 この規程の改廃は、本学学生委員会の議を経て、教授会が行う。

(事 務）

第18条 この規程に定める学生の課外活動に関する事務は、学生課において行う。

附 則

この規程は、平成11年５月19日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成16年７月21日から施行し、平成16年４月１日から適用する。

２ 平成16年度の団体の格付けについては、団体設立年度により平成12年７月１日以前の設立団体を部又はサー

クル、平成14年７月１日以前の設立団体を同好会、平成14年７月２日以降の設立団体を愛好会とする。

附 則

この規程は、平成19年12月19日から施行する。

附 則

この規程は、平成21年９月16日から施行し、平成21年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成23年８月１日から施行する。
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北海道文教大学学生の課外活動助成に関する取扱内規
（平成16年 程 第４号)

(趣 旨）

第１条 この内規は、北海道文教大学学生の課外活動に関する規程第13条に基づく助成について、北海道文教大

学（以下「本学」という。）の学生の課外活動に対し、その健全な発展を期して助成を行うために、必要な事項

を定めるものとする。

(適用範囲）

第２条 この内規の適用範囲は、次の各号に該当する場合とする。

⑴ 学生団体又はその構成員が行う課外活動で、学長が必要と認めたとき

⑵ 大学祭、体育大会等の学友会活動で、学長が必要と認めたとき

⑶ その他、学長が必要と認めた活動

(助成基準）

第３条 前条各号において必要と認めた活動に対する助成基準は、別表１のとおりとする。

(申 請）

第４条 助成を受けようとする場合は、次の各号により学生部学生課（以下「学生課」という。）へ指定の書類を

提出しなければならない。

⑴ 第２条第１項第１号の活動においては、原則として当該活動日の７日前までに課外活動助成願（様式１）

を提出しなければならない

⑵ 第２条第１項第２号の活動においては、その行事等実施日の１ヶ月前までに指定された書類を提出しなけ

ればならない

⑶ 第２条第１項第２号の活動においては、その内容、状況に応じ指定された書類を提出しなければならない

(助 成）

第５条 申請があった場合は、本学学生委員会（以下「委員会」という。）で審査の上学長がこれを決定する。

２ 前項の決定を受けた場合は、直ちに学生課で所定の手続をしなければならない。

３ 愛好会、同好会、部又はサークルに応じて助成基準の適応割合を次のとおりとする。

⑴ 愛好会は助成基準の半額を助成することができる。ただし、助成対象の初年については２万円の助成額を

限度とする。

⑵ 同好会は助成基準の８割を助成することができる。

⑶ 部又はサークルは助成基準の全額を助成することができる。

⑷ 本学が特に必要と認めた団体及び個人については、前各号の規定に拘わらず、助成基準の適応割合を別に

定めることができるものとする。

⑸ 別表１ 助成基準１～４の財源は次のとおりとする。

ａ．助成基準１～３：本学 後援会費

ｂ．助成基準４ ：本学 学友会費

(報 告）

第６条 助成を受けた場合は、行事等が終了後10日以内に指定する報告書を学生課へ提出しなければならない。

(助成停止等）

第７条 学長は、次の各号に該当する場合は、助成の停止又は助成金を返還させることがある。

① 虚偽の申請又は報告があったとき

② 第６条の報告を怠ったとき

(改 廃）

第８条 この内規の改廃は、本学学生委員会の議を経なければならない。
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附 則

この内規は、平成16年７月７日から施行し、平成16年４月１日から適用する。

附 則

この内規は、平成22年４月１日から施行する。

附 則

この内規は、令和３年４月１日から施行する。

別表１

助成基準１：遠征費等

区 分 対 象 助 成 金 額 特 記 事 項

道内・外で行われる競技大会、
又は、その他の催し

宿泊費として
１人１泊2,000円以内交通費は
恵庭駅から開催地の最寄駅まで
のJ R学割運賃＋急行料金相当
額

・助成対象者はエントリー人数
の他にマネージャー１名を加
えることができる

・限度額１回
７名以下の団体 50,000円
８名以上の団体 60,000円

課外活動
選抜され北海道の代表として参
加する競技大会又はその他の催
し

宿泊費として
１人１泊3,000円以内交通費は
恵庭駅から開催地の最寄り駅ま
でのJ R学割運賃＋急行料金相
当額

・助成対象者はエントリー人数
の他にマネージャー１名を加
えることができる

・限度額１回
100,000円とする

学外で行う定期演奏会、展示会、
発表会等

会場借用料の半額 ・限度額 50,000円

⑴ 学生１団体の年間助成金額の限度額は、120,000円とする。

⑵ 選抜され北海道の代表として参加する競技大会等への助成金額は、⑴の限度額に算入しないものとし、１団

体への助成は年度内１回を限度とする。

⑶ 特に必要と認めた場合は、助成基準に定めのない事項について、助成することができるものとする。

助成基準２：監督・コーチ

区 分 対 象 助 成 金 額 特 記 事 項

学 内 監 督・コーチ等 年間 20,000円
・顧問は教員のみ、監督・コーチには職
員も就任できる。ただし、それぞれ１
名を限度とする。

監 督
学 外 年間 165,000円

・監督、コーチどちらか１名を限度とす
る。コーチ

⑴ 特に必要と認めた場合は、助成基準に定めのない事項について、助成することができるものとする。

助成基準３：連盟登録費等

１ 各団体又は構成員が加盟している競技団体等の登録料等については、本学が認めた登録料等のうち団体に全

額、個人に５割を助成する。

２ 競技大会等に参加する場合に要する競技団体等の登録料等については、本学が認めた競技大会登録料等のう

ち団体に全額、個人に５割を助成する。

助成基準４：物品等

１ 物品等の助成については次のとおりとする。

① 大学名を明記したユニフォーム（試合着）等の購入を本学が認めたときは、購入費の８割を助成する。

② 各団体が実施する練習等の効率を高める機器・物品等及び活動環境が著しく改善される物品等並びに施

設・設備の改修等について本学が必要と認めた場合は、購入費の８割を助成する。ただし、特に必要と認め

た場合は、全額を助成できるものとする。

③ 各団体が活動上必要とする消耗品については、本学が認めた消耗品の購入費のうち５割を助成する。

２ 前項各号に定めない物品について学生団体から要望が出された場合、その都度学生委員会で協議し、助成額

を決定する。
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北海道文教大学サークル会館管理使用規程
（平成23年７月20日 程 第１号)

(趣 旨）

第１条 この規程は、北海道文教大学（以下「本学」という。）のサークル会館の管理及び使用に関し、必要な事

項を定めるものとする。

(使用団体及び目的）

第２条 サークル会館は、次の団体の活動、資料・備品の保管及び管理を目的に使用するものとする。

① 本学の学友会中央執行委員会（以下「学友会」という。）

② 北海道文教大学学生の課外活動に関する規程により部又はサークルに格付けされた団体で、本学から割り

当てを認められた団体

③ 学友会及び本学の許可した団体

(管理運営）

第３条 サークル会館の管理運営は、学友会で行うものとする。ただし、学友会の活動状況等を勘案し、当面の

間は、鍵の授受管理及び部室の貸し出しの事務手続き等は学生課が行うものとする。

２ サークル会館学友会室及び各部室内の管理については、当該団体代表者が行うものとする。

(使用日時）

第４条 第２条に掲げる団体（以下、「団体等」という。）がサークル会館を使用できる日及び時間は、次の日等

を除いた日の９時から21時までとする。

① 土曜日、日曜日（ただし、学友会を除く。）

② 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

③ 開学記念日（６月８日）

④ ８月13日から16日及び12月28日から１月４日の間並びにその他学園が指定した期間

２ 団体等が前項で定める使用可能時間以外及び前項第１号から第２号までの日にサークル会館の使用を希望す

るときは、１週間前までに教室等使用願を学務部学生課に提出しなければならない。

(使用手続き）

第５条 サークル会館部室の使用を希望する課外活動団体は、別紙様式を毎年指定する期間に学生課に提出し、

学生委員会で審査のうえ教授会の議を経て、学長の承認を得るものとする。

(サークル会館会議）

第６条 学友会はサークル会館の管理運営を円滑に行うため、サークル会館会議を行うものとし、サークル会館

使用団体の各代表者は、これに出席しなければならない。

(使用方法）

第７条 サークル会館学友会室及び部室の使用方法については、「サークル会館学友会室・部室の使用について」

（別記）のとおり取り扱う。

(遵守事項）

第８条 施設の使用に当っては次の事項を遵守しなければならない。

① 使用時間を厳守すること

② 火気の取り扱いは特に注意し、危険物を持ち込まないこと

③ 使用後の火気、戸締及び消灯等の点検並びに清掃及び備品の整理を行なうこと

④ 盗難に十分注意し、備品の管理は団体等の責任で行うこと

⑤ 掲示その他これに類似するものは、所定の場所を利用すること

⑥ サークル会館の施設、設備及び備品を移動、改造又は貸与しないこと

⑦ サークル会館内での宿泊、飲酒、喫煙は禁止とする

⑧ サークル会館で使用されるカギは、複製及び学外への持ち出しをしないこと

⑨ 電気、水道等の使用に当たっては、節約に努めること
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